
 

 

 

外国人の子どもの就学促進及び就学状況の把握について 

 

1 概要 

外国人の子どもについては、その保護者に学校教育法第 16 条等による就学義務は

課されておらず、市町村教育委員会にも学校教育法施行令第１条に規定する学齢簿の

編製義務はない。 

このような中、今後の更なる在留外国人の増加が予想される中、令和元年６月 28

日に外国人の子どもの就学について「日本語教育の推進に関する法律」が施行され、

さらに令和２年６月 23 日「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推

進するための基本的な方針」が策定された。これに基づき文部科学省から「外国人の

子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」が示され、市教育委員会におい

てもその取組が求められている。 

 

 

２ 現状 

  外国人の子どもの就学の機会を確保する観点から、住民基本台帳に登録されている

外国籍の子どもについて、学齢簿を編製するとともに、保護者に入学手続きの案内を

送付している。 

 

入学前の７月下旬  「市立小学校への入学についてのお知らせ」送付 

入学前の９月初旬  「就学願」受付締切  （以降も随時受付） 

入学前の 11月    就学時健康診断 

入学前の１月初旬  入学通知書送付 

                          （人） 

 対象者 就 学 私 学 出 国 不 明 

Ｈ30入学 24 16     ８ 

Ｈ31入学 29 20   １   ２   ６ 

Ｒ２入学 25 21     ４ 

 

 

３ 今後の取組 

現在は就学願を提出しなかった外国人の保護者に対し、子どもの就学状況を確認し 

ていないが、今後は就学についての案内を定期的に送付するとともに庁内関係各課と

の情報共有により就学状況の把握に努めることとする。 

第 18 回教育委員会資料

令和２年９月 2 4 日 

教 育 部 学 務 課 
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